
1 
 

産業環境委員会 所管事項 

 

【産業経済部】 

 

１ 世界、経済環境の変化に対応する経営力強化支援 

  中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の急騰、資材の調達の滞り、仕入れ価

格の値上げが及ぼす資金繰り支援等、経営力強化支援を行う。 

（１）「信用保証料補助金」により不足する信用保証料を補填するために緊急経営資

金の借り入れ上限額の増額【令和８年度第２号補正予算可決時】 

（２）「小規模事業者等経営改善補助金」により経営改善の支援を図る 

（３）「ＩＴ・ＩｏＴ導入補助金」の活用により、区内事業者のイノベーション促進

と区内産業の振興を図る 

（４）「事業承継促進支援助成金」による事業承継を契機とする設備導入・更新・販

路拡大の支援 

 

２ 人材不足に対する経営支援 

  事業者の人材確保は深刻な課題となっている。採用・育成に加えて「定着」を

加えた一体的な支援を行う。 

（１）「区内中小企業人材採用支援助成金」により人材確保に係る費用を助成 

（２）「中小企業人材育成・資格取得研修費補助金」にて従業員の人材育成や資格取

得に係る費用を補助 

（３）「区内中小企業人材定着サポート助成金」を新設し、職場環境整備や就業規則

作成・改定を支援 

 

３ 消費喚起事業の継続実施 

  ３つの異なる消費喚起策を展開し、区内経済と区民生活の下支えを行う。 

（１）「レシート de 商品券事業」 

（２）「足立区商店街応援券事業（商連プレミアム商品券）」 

（３）「足立区プレミアム商品券(PayPay 商品券)」【令和８年度第２号補正予算可決

時】 

 

４ 事業者の販路拡大支援 

事業者ごとの強みを引き出し、売上や利益向上に繋がるよう、チャレンジ意欲

のある事業者の販路拡大を後押ししていく。 

（１）「販路拡大支援事業」による販路拡大・売上向上支援 

（２）足立ブランド認定企業のＰＲにより区のイメージアップ、ブランドの認知度

向上、認定企業の販路拡大を目指す 
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５ 事業者の経営相談や情報提供による伴走支援 

事業者の経営意欲の向上を底上げするため、事業者のニーズやレベルに合わせ

たきめ細やかで継続的な伴走支援を実施する。 

（１）ウェブ活用アドバイザーによるホームページやＳＮＳの効果的な活用の支援 

（２）中小企業相談員やマッチングクリエイターによる経営相談や情報提供 

（３）事業者なんでも相談員による事業に関する困り事の解決支援 

 

６ ５大イベント開催 

一般財団法人足立区観光交流協会の５大イベントにおける来場者の安全確保と

ＳＤＧｓの推進を図る。 

（１）「足立の花火」「しょうぶまつり＆世界の食広場」「あだち区民まつり（A-Festa）」

「光の祭典」「舎人公園千本桜まつり」をより魅力あるものとし、区内外からの

来場者数拡大を図る 

（２）特に「足立の花火」実施にあたっては、雑踏警備体制の構築をするために関

係機関と連携し来場者の安全確保に向け最善を尽くしていく 

（３）イベントにおけるＳＤＧｓの取り組みを推進し、リユース食器の返却率を高

め、マイバッグの利用促進を図る 

 

７ 地域経済活性化基本計画の改定 

  令和７年度実施の産業実態等アンケート調査結果に基づいて計画骨子を策定し

ている。 

（１）次期地域経済活性化基本計画改定に向けて、改定作業を進める 

（２）今年度内に答申・策定を行う 

 

８ その他 

（１）産業経済部については、令和８年度所管事務概要６３ページから６５ページ 

に記載 

（２）農業委員会については、令和８年度所管事務概要１５９ページに記載 

（３）公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンターについては、令和８年度所管 

事務概要１６５ページから１６７ページに記載 

（４）公益社団法人足立区シルバー人材センターについては、令和８年度所管事務 

概要１８９ページから１９０ページに記載 

（５）一般財団法人足立区観光交流協会については、令和８年度所管事務概要１９ 

１ページから１９３ページに記載 
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【環境部】 

１ ごみの減量と循環型社会の構築 

   プラスチック分別回収の区内全域実施をはじめ、ごみの減量やリサイクルの取

り組みを強化し、資源が循環するまちづくりをめざしていく。 

 （１）プラスチック分別回収の区内全域実施を円滑に進めるための周知活動 

（２）外国人をはじめとする多様な排出者への適正な排出指導 

 （３）生ごみ処理機の認知度向上及び、プラスチック分別の区内全域実施に合わせ

た効果的な普及啓発の展開 

 （４）廃食油回収事業の周知徹底による持込量の拡大及び資源循環に対する意識啓

発の推進 

   

 ２ 地球温暖化対策（脱炭素化の推進） 

   ２０５０年のＣＯ２排出量実質ゼロをめざし、省エネルギーの推進や再生可能エ

ネルギーの利用拡大に取り組んでいく。 

 （１）省エネ・創エネ補助事業の実績拡大 

 （２）再エネリバースオークション参加事業者の増加 

（３）区立小・中学校へのＰＰＡモデルによる太陽光発電設備等の導入推進 

 （４）省エネルギー対策工場設備更新補助金制度の拡充 

 

 ３ 意識の向上と行動変容のしくみづくり 

   第４次足立区環境基本計画を策定するとともに、区民が環境意識を高め、「自分

ごと」として環境に配慮した行動に繋がるような情報発信や啓発策を展開してい

く。 

（１）第４次足立区環境基本計画の策定 

（２）新たな環境基本計画策定に伴う部内情報発信ＰＴの立ち上げ 

（３）区民の環境意識向上のための足立区環境情報プラザ運営委託の公募型プロポ 

ーザル実施 

（４）区民まつりにおける「環境フェスティバル」の出展内容の拡充 

    

 ４ 良好な生活環境づくりの推進 

   公害対策に加え、区民の心理的な安全・安心を損なう不法投棄や落書き、ごみ

屋敷等への対応を進めることで、より健康で快適な生活環境の維持、向上を図る。 

 （１）足立区災害廃棄物処理計画の改定 

 （２）資源持去り抑止に向けた、警察連携による特別取締りの実施と戦略的発信 

（３）新たなごみ屋敷対策による支援 

（４）不法投棄対策・落書き対策の早期対応 

 

 ５ その他 

   環境部については、令和８年度所管事務概要９７ページから１０１ページに記

載 


